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フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
特
定
患
者
へ
の
薬
害
肝
炎
救
済
法
の
告
知
に
関
す
る
質
問
主

意
書

フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
を
投
与
さ
れ
た
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
は
田
辺
三
菱
製
薬
か
ら
患
者
の
特
定
状

況
な
ど
毎
週
、
報
告
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
。

「
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
�
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給

付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
」
が
一
月
十
一
日
に
成
立
、
十
六
日
に
施
行
と
な
っ
た
。

一

同
法
施
行
後
、
今
ま
で
に
特
定
さ
れ
製
剤
投
与
を
告
知
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
、
同
法
に
よ
る
救
済
対
象
者
と
な
る
こ
と

を
伝
え
て
い
る
か
。
伝
え
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

二

ま
た
今
後
の
特
定
作
業
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
患
者
に
対
し
、
同
法
に
よ
る
救
済
対
象
者
と
な
る
こ
と
を
伝
え
て
い
く

か
。
伝
え
て
い
か
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

右
質
問
す
る
。


